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玉名市子育て応援サイト 
「たまログ」もぜひご覧ください。→ 

 

 

 

                  

                          

 

 

 ♪1 月のたまっ子らんどの様子♪         書初め 

 

             

   

   

  

《開所日》 月曜日～金曜日 10 時～15 時 

《子ども利用対象者》0 歳～3 歳児（未満児クラス） 

《場所》玉名市岩崎 88-4  

玉名市福祉センター１階 

《お問合せ・電話相談》 

☎０９６８-７３-１１５１  

玉名市社会福祉協議会 たまっ子らんど 

 
 

  月 火 水 木 金 土 

   ★２月５日(水)管理栄養士枇杷千

晶先生による離乳食についての講

話や相談対応。試食もできます。

（予約 10 組） 
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お楽しみ会 
１１：００～ 
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親子でベビー
マッサージ 
（予約 7 組） 
10:30～ 

振替休日 
 

お誕生会 
2 月お生まれ 

 
 

 

季節の親子 
工作 

（予約 5 組） 
１０：３０～ 

お楽しみ会 
１１：００～ 
 
 

開 所 日 
自由遊び 
10 時 ～ 15

時 
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三浦佑子先生
とお話し会 
13:30 ～ マ マ
の為のセルフ
ケア 

貴 美 先 生 と  
ママの為の 

ボディケア 
（予約 7 組） 

１０：３０～ 

親子で 
ズンビーニ  
  （予約 7 組） 
１０：３０～ 

季節の親子 
工作 

（予約 5 組） 
１０：３０～ 

お楽しみ会 
１１：００～ 
 
 

開 所 日 
自由遊び 
10時～15時 

2４ 25 2６      2７ ２８  
 
 

振替休日 

 
たまっ子   
デビューday 
身体測定 
手形足形 

自由遊び 
 

ふれあい遊び 

お楽しみ会 
１１：００～ 

たまっ子  らんど 第２０１号 
令和７年２月発行 

暦の上では立春を迎え、お日さまの光が少しやさしくなり梅の花が見られるようになりましたね。

2 月は節分豆まきを予定しています。みんなは何鬼かな？泣き虫鬼、のんびり鬼、意地悪鬼、みん

なで、いろいろな鬼を退治しましょう。今月もいろいろな行事にどうぞ遊びにいらしてください。   

☆たまっ子らんどのご利用のお願い☆ 

《子ども利用対象者》土曜日の開所日も 

0 歳～3 歳児（未満児クラス）となります。 

 

☆利用者支援事業☆ 
◦たまっ子らんどでは、子育てをする保護者の方を応
援する事業として、専任職員による相談窓口を設けて
います。子育ての悩みなどお気軽にご相談ください。 
 

親子でリトミック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまなファミリー･サポート･センター 

こんな時に利用できます 
●預かりをお願いしたい 
◦乳幼児を連れて出かけにくいとき 

◦上のお子さんの授業参観や通院のとき 

◦保護者の病気や冠婚葬祭のとき 

◦子育てから離れてリフレッシュしたいとき 

など 
 

●送迎をお願いしたい 
◦保育園や幼稚園の送迎 

◦学童へのお迎え 

 など  

お問い合わせ 
たまなファミリー･サポート･センター（玉名市社会福祉協議会） 
〒865-0016 玉名市岩崎 88-4 玉名市福祉センター内 
ＴＥＬ：０９６８−７９−７０７７ FAX：0968-71-1150 

援助報酬 

時間帯 報酬基準額 

午前 7 時～午後 7 時 1 時間 600 円 

午後 7 時～午後 10 時 1 時間 700 円 

基本的なサポートの流れ 
①会員の登録 （8 時 30 分～16 時） 

②援助の依頼(申込み) 

③センターが仲介し、協力会員を紹介 

④事前打ち合わせ  

⑤協力会員による援助活動  

⑥活動終了後、報酬の支払い 

利用にあたっての留意事項 
○会員登録は、平日の８時３０分から１６時までの時間帯にお願いします。 

〇活動ができるまでに時間がかかりますので、ご依頼は 3 日前までにお願いします。 

○援助内容に合う協力会員がいない場合はご依頼をお断りすることがあります。 

○子どものお預かり場所は、会員のご自宅や各施設となります。施設をご利用される場

合は、施設のルールや利用条件を遵守してください。 

○時間の変更や延長がある場合は、早めにご連絡ください。  

○当日のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がありますので、ご注意ください。 

社協ホームページ 

住所変更や家族が増えたなど、登録情報に変更がある場合は、事務局 

（０９６８-７９-７０７７）までご連絡ください。 

また他市町村へのお引越しや、お子さんが利用年齢（原則として生後３ヵ月～小学６年生）

を超えたなど、会員継続の必要がない場合は退会手続きをさせていただきます。事務局ま

でお知らせくださいますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

第 3 子以降の児童やひとり親世帯の利用は、玉名市の助成制度があります。 
利用には申請が必要になります。詳しくは事務局までお尋ねください。 

《１月現在の会員数》 依頼会員９08 名、協力会員１８４名、両方会員 49 名 


